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■平成 28年度情報公開制度・個人情報保護制度による開示状況 問総務課☎51 6719

実施機関 請求件数 決定件数 不服申し
立て件数全部開示 一部開示 非開示

市長（※） ４ ２ ０ ２ ０

病院事業
管理者 41 37 ０ ４ ０

※水道事業および下水道事業の管理者権限を行う市長を含む。
個人情報保護制度…市が持っている皆さんの情報の取り扱いに
ついてのルールを定め、個人の権利利益を保護しようとする制
度です。自分に関する情報を知りたいときにその開示を請求し
たり、誤りがあるときに訂正を請求したりすることができます。

▼情報公開制度による開示請求の件数と処理状況

実施機関 請求件数 決定件数 不服申し
立て件数全部開示 一部開示 非開示

市長（※） 25 10 14 １ ０
病院事業管理者 １ １ ０ ０ ０
教育委員会 ０ ０ ０ ０ ０
選挙管理委員会 １ ０ １ ０ ０
農業委員会 0 ０ ０ ０ ０
議会 ３ ２ １ ０ ０

※水道事業および下水道事業の管理者権限を行う市長を含む。
情報公開制度…市が持っている公文書の開示請求権を皆さんに
保障するとともに、情報の公開・提供を進めていく制度です。

▼個人情報保護制度による開示請求の件数と処理状況
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